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「工業標準策定業務」業務・システムの最適化計画書 

２００６年（平成１８年）２月２１日 

電子経済産業省推進本部決定 

 

第１章 業務・システムの概要 

１  工業標準策定業務・システムの概要 

「工業標準策定システム」の業務は、工業標準化法に基づき、経済産業省および経済産業省

に設置された審議会である日本工業標準調査会（以下「ＪＩＳＣ」という。） が行う、①ＪＩＳ等の制

定・公示・公開等に関する業務、②ＩＳＯ／ＩＥＣの国際規格策定業務、③新ＪＩＳマーク制度に係

る業務に細分される。なお、現行のＪＩＳマーク品目・工場管理業務については新ＪＩＳマーク制度

業務開始後３年間の経過措置期間中は存続するが、対象から除外する。 

上記の業務を実施するため、現在、工業標準策定システム（ｅ－ＪＩＳＣ）が平成１４年度から

運用されている。このシステムは、それぞれの業務に対応したＪＩＳ等作成・閲覧電子ネットワー

クシステム、ＩＳＯ／ＩＥＣ電子投票支援システム、ＪＩＳマーク工場管理・閲覧電子ネットワークシス

テムと呼ばれるサブシステムで構成されている(*)。また、各システムの機器は外部のデータセン

タに設置し、システムの運用管理やヘルプデスク業務等について委託している。 

①ＪＩＳ等の制定・公示・公開等に関する業務・システム 

ＪＩＳ等の制定・公示・公開等に関する業務は、工業標準化業務計画の作成、日本工業規

格（ＪＩＳ）原案及び類似の技術文書であるＴＳ／ＴＲ原案の作成支援・受理、ＪＩＳＣの審議調

整、ＪＩＳ制定等の付議、意見受付公告、主務大臣への答申、公示・公開、並びに審議委員・

原案作成団体対応等の組織運営に係る業務であり、ＪＩＳ作成・閲覧電子ネットワークシステ

ムにより、ＪＩＳ等原案の提出・受付けから公示・公開までの業務の進捗状況を管理するととも

に、システム利用者ごとに業務上必要な情報を利用可能としている。 

ＪＩＳ等作成・閲覧電子ネットワークシステムは、ＪＩＳ制定等業務のため、原案作成団体によ

るＪＩＳ原案の申出を受付け、付議、ＪＩＳＣ審議、答申、ＪＩＳ公示・公開までの業務の進捗状況

を管理するとともに、システム利用者ごとに業務上必要な情報を利用可能としている。ＪＩＳ原

案の受付業務については、経済産業省以外の府省担当者もｅ－ＪＩＳＣを利用することとしてい

る。また、制定された規格は書誌情報とともに広く一般国民に公開している。ＪＩＳ等制定・改正

は、年度あたり数百から千規格程度あり、平成１７年３月末時点において規格数は約９６００

件にのぼる。 

②ＩＳＯ／ＩＥＣの国際規格策定業務・システム 

 ＩＳＯ／ＩＥＣの国際規格策定業務は、国際規格案等すなわち国際標準化機構（ＩＳＯ）及び／

又は国際電気標準会議（ＩＥＣ）の規格案審議文書の配布・回答、上層委員会文書の配布・回

答、日本からの提案、総会及び上層委員会会議への対応、国内審議団体対応、幹事国業務

対応、ＩＳＯ／ＩＥＣ出版物の引用管理、活動報告等に係る業務であり、ＩＳＯ／ＩＥＣ電子投票支

援システムにより、ＩＳＯ／ＩＥＣ発行の審議文書の管理・配布、国内審議団体の審議文書に

対する回答・投票の管理を行っている。 

ＩＳＯ／ＩＥＣ電子投票支援システムは、国際規格制定等業務のため国内審議団体の管理（Ｉ

ＳＯ：約５００委員会、ＩＥＣ：約１８０委員会）、ＩＳＯ／ＩＥＣ発行の審議文書の管理・配布、国内
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審議団体の審議文書に対する回答・投票の管理を行っている。国内審議団体は審議文書の

審議を行い、電子投票で回答する。 

③新ＪＩＳマーク制度に係る業務 

新ＪＩＳマーク制度に係る業務は、平成１７年１０月より開始された新ＪＩＳマーク制度に基づき

登録認証機関情報、認証取得者情報の管理と各種統計情報の集計、ホームページ等の公開

情報管理に係る業務であり、新ＪＩＳ制度対応のシステムにより、登録認証機関情報と認証取

得者情報の管理業務を行う。 

ＪＩＳマーク工場管理・閲覧電子ネットワークシステムは、現行ＪＩＳマーク制度に対応したＪＩＳ

マーク認定工場情報と指定（承認）認定機関情報の管理を行う機能が運用されている。これに

加えて、平成１７年１０月から施行された新ＪＩＳマーク表示制度実施のために、登録認証機関

情報とそれらの機関が認証した認証取得者情報の管理を行う機能であり、新制度の施行に合

わせて運用を開始した。平成２０年９月末までの３年間の経過措置期間は新旧両制度のため

の機能が並行運用されることとなっている。 

注*: 現在は、この他のサブシステムとしてＪＩＳマーク品目管理・閲覧電子ネットワークシステムが運用され

ているが、その機能は新ＪＩＳマーク制度で利用されないので、ここでは除外した。 

 

２  最適化の基本理念 

我が国の工業標準化においては、グローバル化の進展に伴う国際標準獲得、国民のニーズ

の多様化や技術の進歩への的確な対応、行政改革への対応などが求められており、以下の政

策目標に取り組んでいる。 

（１） 所管の基準認証制度を適切に運用し、その国内外での信頼性の確保、制度の活用促進

を図るとともに、制度が国際ルールや時代の要請に整合した効率的かつ効果的なものとなる

よう創造的に見直しを行う。また、改正工業標準法に基づく新制度の早期定着を図る。 

（２） 国際標準の積極的獲得など、基準認証分野において我が国がイニシアチブをとって国際

ルール作りを進めることにより、技術力を核として我が国産業の競争力の強化を図る。 

（３） 環境、安全等の社会的ニーズに対応し、新ＪＩＳマークの活用、適正な計量等により、社

会・企業の信頼性を確保・向上させ、安全・安心な社会の構築を図る。 

（４） 基準認証制度の国内での重複排除や国際整合化を図り、国内外の取引に係る技術的障

壁を排除することにより、国内外の公正な競争環境を整備するとともに、社会的コストの低減

を図る。 

  また、電子政府構築計画においては、業務・システムの最適化により費用対効果を高め、人

的・物的資源の効率的な活用を通じた行政の簡素・合理化を図ることにより、予算効率の高い

簡素な政府を実現することを共通的な主要目標の一つとしている。 

  以上のような目標を実現するため、工業標準策定業務・システムにおいては、以下を基本理

念とし最適化に取り組むものとする。 

  ・ 規格策定及び制度運用に関わる業務・システムの効率化・高度化・合理化 

  ・ 国民・企業・団体のニーズに対応した利便性の維持・向上 

・ システムの安全性・信頼性の確保 
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・ システム運用における保守性の確保 

 

 

第２章 最適化の実施内容 

イニシアチブをとった国際ルール作り、国民のニーズの多様化や技術の進歩への的確な対応、

基準認証制度の重複排除・国際整合化促進などのため、工業標準化に係る業務は、益々重要

性・複雑性が増していくと考えられる。したがって、規格の策定や制度運用に直接携わる関係者

に対して関係者間の情報交換や規格案進捗管理などを通じて付加価値の高い業務がより円滑に

できるよう支援すると共に、国民を始めとする利用者に対して規格・規格適合製品・認証機関等の

活用を支援するため、適切な情報を適時に容易に取得し処理できることが求められる。同時に、

対応に必要な企画立案・調整により多くの資源を割くため工業標準策定業務の負担軽減が求め

られる。また、これらを支えるシステムとしては、高い安全性・信頼性と保守性が必要である。 

このため、工業標準策定業務･システムについて、以下の通り最適化を実施する。 

これにより、システムの運用経費については、次期システム稼働後の平成２０から２３年度の４

年間合計で約２億５千万円（試算値)削減する。併せて、業務・システムにおける処理時間を平成

２１年度までに年間のべ約６，６００時間削減する。 

  さらに、システムが提供する外部向けサービスにおける利用者の利便性向上効果については、

年間約１４，０００時間（試算値)の時間短縮及び年間約６．３億円（試算値）の便益増加が見込ま

れる。 

 

１  規格策定及び制度運用に係る業務･システムの効率化･高度化･合理化 

主務府省としての業務とＪＩＳＣ事務局の業務処理に関して、更なる業務の効率化・合理化

を図るとともに、必要な規定の整備・改正を行う。業務・システムの見直しにより、ＪＩＳ原案受

付から規格公開までの期間について、意見照会など法令等の要請により必要な期間（2 ヶ

月）を除き現状（約５ヶ月）より１０％（約 2週間）以上短縮する。 

業務・システムにおける処理時間を平成２１年度までに、現行の年間のべ３，１９６日から

２，４３０日に約６，１００時間削減する。   

(1) 規格制定における原案品質の向上 

現行の規格制定プロセスにおいて、事務処理時間の多くがＪＩＳ原案受付後のプロセスで

の原案のチェック･修正に費やされている。後工程での修正作業が生じることによりプロセス

間の差し戻しが日常的に行われ、また、基本的に個別規格ごとの処理をしている現在の体

制・システムでは過去の修正に関する知見の利用が困難であるため、事務処理負担の増大

を招いている。原案作成の早い段階から品質の向上を図ることにより、修正や差し戻しに要

する処理時間を削減するとともに修正情報の蓄積・活用によって経済産業省内のプロセスに

おける原案チェック作業の負担を削減し、規格制定までの期間を短縮させるため、以下を実

施する。 

原案品質向上策の実施においては、すぐに成果が現れるものではなく、その状況をモニタ

リングしながら適切な対策を講じ継続的に取り組んでいくことが重要であり、組織的な品質活

動の仕組みを確立させ運用していく必要がある。 
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① 原案作成段階（前工程）での原案チェック体制の構築  

・ 原案作成段階において、外部専門機関が原案作成委員会への支援・指導及び原

案の校正を行い日本語表現等規格の編集上の問題点を除去するような体制を整

備する。 

・ 引用規格の廃止状況や原案作成委員会のメンバ構成などを事前にチェックできる

ようシステムでサポートすることにより、提案後の差し戻しを減らして効率化を図る。 

② 規格案修正のシステム化 

・ 規格制定の各段階において指摘された修正点を記録し、修正履歴をわかりやすく

参照できる機能をシステムに組み込む。この機能は、関係機関間、関係者間で情報

を共有できるものとする。 

③ 修正内容のデータベース化 

記録される指摘･修正事項には、傾向分析など継続的に品質改善の対策に活用で

きるよう属性情報を付加してデータベース化を図る。 

(2) 他システムとの連携部分の改善 

工業標準策定に関する各業務プロセスのうち、ｅ－ＪＩＳＣ以外の他システム（文書管理シス

テム等）を利用する部分におけるデータ入力の重複等について、以下のようにインタフェース

の改善を行う。 

① 経済産業省文書管理システムとの連携 

・ JIS 等に係る処理について一貫的管理をするため文書管理（決裁、文書管理）のｅ

－ＪＩＳＣへの移管を行う。経済産業省文書管理システムとｅ－ＪＩＳＣへの情報入力

等事務処理の重複を排除し、連続した事務処理とステータス管理を可能とする。 

・ 文書管理の移管に際しては、作成する文書規定において文書番号体系を整備する

とともに、行政文書としての管理を行う。 

② 予算執行等管理システムとの連携 

・ 委員手当支払いについては、入力ミス回避と年度冒頭の短期間で行う作業負担軽

減のため、複数の帳票作成に必要で現在別々に行っている入力操作を、予算執行

等管理システムと適切に連携を図ることにより簡素化し、重複をなくす。 

(3) 決裁の簡略化 

規格制定プロセスにおいては、紙媒体での決裁、書類への押印及び紙媒体の保管が行わ

れているが、以下のように諸手続きの簡略化を行う。 

① 規格制定プロセスにおける電子決裁の実施 

・ 特に付議起案プロセスにおける、大量の原案の紙媒体による添付を取りやめ、決裁

フローには電子決裁を採用する。決裁の進捗状況の確認や、過去の決裁履歴情報

の参照を可能とする。 

・ 決裁を電子化すると同時に文書規定の見直しを行い、e-ＪＩＳＣとは別に管理してい

たＪＩＳＣの文書台帳を移管する。 

② 押印手続きの廃止 
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・ 必要がある場合文書規定を見直し、規格案付議施行における大臣印は省略又は電

子押印とする。 

・ 文書規定を見直し、同答申施行におけるＪＩＳＣ会長印は省略する。 

③ 保管する文書の電子化 

・ 決裁処理の電子化に伴い、これまで複数のプロセスで行われていた原案及び決裁

文書の紙媒体による保管を廃止して電子媒体で保管する。 

(4) 国際規格配布における業務の電子化 

国際標準化機関の文書は同機関が著作権をもつため、取り決めで許容されている国際標

準化活動及びＪＩＳ化の目的に限定した利用がされるように、特に国際規格については電子

媒体で国内審議団体に配布している。これを、ダウンロード制限等の工夫を施して Web を利

用した配布に変更することにより、電子媒体作成作業を廃止する。 

(5) 機能の拡充によるシステムの高度化 

システム利用方法がやや複雑で初心者等はマニュアルの使用が必要であり、また、ユー

ザメンテナンス等サブシステムごとに手順の違いもあり、システムに蓄積されたデータが利用

者支援に十分活用されていない。このため、オンラインマニュアルの導入・書面審議支援等

電子データの合理的活用及びシステム使用者の便益向上を図り、メンテナンス業務の一元

化等業務毎のサブシステムが共通的に利用する機能やデータの整合を図る。更に、現シス

テムでは機能が組み込まれていないため計画に対応した進捗状況管理が e-JISＣで行えな

いなど業務管理上の制約やユーザ管理等のシステム管理上の制約があるが、これら管理機

能を充実してＩＴ支援を強化するため、以下を実施する。 

① オンラインマニュアルの導入 

業務手順とシステム操作が統合された説明書を作成し、業務とシステムが新任担当者

などにも理解しやすいようにする。業務手順にシステムの仕様を盛り込んだマニュアル

を作成し、オンラインで提供する。 

② ユーザ／団体メンテナンス業務の一元化 

現行システムでは、「JIS 制定等業務」、「国際規格等策定業務」、「JIS マーク関連業務」

の各サブシステム毎にユーザ管理を実施しており、サブシステム間で重複管理、アクセ

ス権の範囲、データ不整合などの問題点が存在している。これらを解決するために次の

ようなユーザ管理機能を実装する。 

・ サブシステム毎では無く、ｅ－ＪＩＳＣ全体でユーザメンテナンス業務を統一 

・ ｅ－ＪＩＳＣでユーザ／団体メンテナンスを実施する管理者を統一 

・ システム利用者や団体情報と、JISC 委員情報とのデータ共用化を図り情報登録作

業を一元化 

③ 業務計画に対応した規格制定の進捗状況管理機能を構築 

現行システムで提供される情報は、管理単位が大きく個別の情報しか参照できず、計画

に対する実績という概念を持っていないため、全体の状況を鳥瞰することができない。 

業務計画（予定)に関連づけた実績管理が適時にできるよう、現行より詳細な管理単位
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でステータス情報を収集する機能を導入する。 

収集した進捗状況に関する情報は、経済産業省内部、関係府省（主務大臣）、原案作成

団体、国民の各システム利用者に合わせて提供する。特に経済産業省内部では、業務

管理者が進捗の遅延や滞留箇所を把握し、迅速に要員調整等の対策を講ずることを支

援する。 

④ その他の機能の拡充 

・ 審議プロセスの履歴情報を参照する仕組みを提供することにより、規格制定時のノ

ウハウ展開等が可能となり、規格改定又は関連規格の原案品質の向上を支援す

る。 

・ 自動集計や議事録作成サポート機能をもった電子書面審議を活用する。また、オン

ライン環境の無い審議委員に対する審議資料郵送事務を支援する。 

・ 業務ごとのサブシステムにおいて、統合的な設計の観点で設計のガイドラインを作

成し、分かり易い画面デザインや統一感のある操作性を考慮した設計を行う。 

 

２  国民･企業･団体のニーズに対応した利便性の維持･向上 

国民・企業・団体等制度利用者が、基準認証制度を戦略的に活用して国際標準獲得・環

境安全等社会的ニーズに沿った信頼性向上・国内外の公正な競争等それぞれの目標を追

求できるよう、工業標準策定業務・システムを利用者のニーズに対応した利便性向上を図る。

このため、一般国民等利用者及び原案作成団体・国内審議団体などの基準認証制度を支え

る関係者の双方に対し、分かり易い画面デザインや統一感のある操作性とともに、規格制定

進捗状況・審議団体へのWeb利用即日提供など利用者のニーズに応じタイミング良く十分か

つ適切な情報と理解しやすいコンテンツ、更には情報共有の仕組みを提供することにより、

必要な情報を適時に容易に入手し処理できるようにして、それぞれの戦略的活動を支援す

る。 

以下の実施により、業務・システムにおける処理時間を平成２０年度までに現行の年間の

べ１２日掛かっていた配布作業をなくす。また、平成１７年春に実施した事前アンケート調査

の利用者満足度結果（約６０％）に対し、２０％（ポイント）向上を平成２１年度までに実現する。

これらにより、外部サービス提供における利用者の利便性向上効果（試算値）として、年間約

１４，０００時間の時間短縮及び年間約６．３億円の便益増加が見込まれる。 

(1) 原案申出手続きにおける利便性の向上 

原案作成団体が JIS 原案を経済産業省に申出る手続きにおいて、できる限り申出書類の

押印を廃止し、入力項目が多い審議経過報告書の入力サポート機能を強化する。 

(2) 情報共有の仕組みづくりによる利便性向上 

国際標準化活動強化の仕組みとして、適切なアクセス管理を実装した情報共有手段を提

供する。最適化実施前のシステムでも一般的に広く利用されている電子メールの他に掲示板

機能、関係者間でのファイル共有機能を実装する。 

ファイル共有機能の利活用により、全体で数百を超える委員会と毎年数千件の国際規格

審議案件に対応している国内審議団体等の利用者は、必要資料の取得や過去文書参照の

ための問合せ等専門家の負担を削減でき、また、掲示板機能の利用により、有識者・経験者
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のアドバイスとして別途調査又は外部に依頼すればコストの掛かる専門的知見を容易に得

ることができる。 

最適化実施前のシステムでは機能が提供されているにも関わらず認知度不足のため利用

率が伸びない状況も確認された。そのため組織の情報共有を促進するために提供する情報

共有機能の特性とその有効な利用方法に関する普及活動を利用者に対し実施する。 

(3) 規格制定の進捗状況を迅速に提供 

規格の制定改正は年間数百から千規格程度あり進捗状況確認の需要も多いが、業務計

画に対応した規格制定の進捗状況管理機能、審議プロセスの履歴情報が正しく追加される

仕組みを構築した上で、各階層（経済産業省内部・関係府省・団体・国民）ごとに必要な情報

を迅速に提供することにより、利用者が問合せるために要する待ち時間を削減し利用者の利

便性向上を図る。 

(4) 国内審議団体における国際規格入手の利便性向上 

著作権保護を図った上でｅ－ＪＩＳＣから最新の国際規格をダウンロードできる仕組みを構

築することにより、国際標準化機関から到着後直ちに国内審議団体が最新の国際規格を入

手できるようにし、この自動化により配布作業をなくす。 

(5) 国民･企業･団体等に対するホームページによる情報提供の充実 

工業標準の普及啓発や認知度向上、新ＪＩＳ制度に関わる情報等適時適切な情報提供の

充実を図るため、以下を実施する。 

① 公示情報を迅速に提供する環境の構築 

・ ＪＩＳＣホームページのアクセス数は毎月百万件を超え、またＪＩＳ等の検索は毎月２０

万件を超える利用があるが、ＪＩＳ作業計画の公開、ＪＩＳ原案作成に関する情報提供、

意見受付公告の各種公示情報について、ホームページ掲載のタイミングでＲＳＳ(**)

情報を作成する。利用者は「ＲＳＳリーダ」を用意し、ＪＩＳＣのホームページにアップ

ロードされた最新の「公示情報」を容易に参照可能となる環境を構築する。公示情

報の更新を確認するための負担を軽減する。 

② 規格概要検索機能の提供 

・ 国民が、必要な時に必要な規格の概要を簡易に参照できる仕組みとして、マークの

意味（規格の概要）を、携帯電話やパソコンで検索可能なサイトを拡充する。 

③ 検索機能の拡充による利便性の向上 

・ ｅ－ＪＩＳＣにおける規格の検索において、絞り込み検索・検索条件の詳細設定などの

機能を追加し、検索の柔軟性を高める。   

(注**) RSS：RDF Site Summary 

 Web サイトの見出しや要約などのメタデータを構造化して記述する XML ベースのフォーマット。主

にサイトの更新情報を公開するのに使われている。 

 RSSで記述された文書には、Webサイトの各ページのタイトル、アドレス、見出し、要約、更新時刻

などを記述することができる。RSS 文書を用いることで、多数の Web サイトの更新情報を統一的な

方法で効率的に把握することできる。ニュースサイトや著名なウェブログなどでは、更新情報を

RSS で公開するところが増えている。 
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３  システムの安全性・信頼性の確保 

工業標準策定システムにおいては、著作権のある情報、公示前の規格情報等重要な情

報を取り扱うシステムである点に留意する。外部のみならず内部からの侵入等の恐れについ

て考慮し、経済産業省の情報セキュリティポリシー等に基づき、アクセス制御機能、アクセス

記録取得機能等の技術的セキュリティの採用を考慮する。さらに、人的及び物理的セキュリ

ティについても対策を講じることにより、安全性・信頼性を十分に確保することとする。 

また、現行システムと外部システムの連携において外部システムの変更に対して追従性

が低く連携が途切れて手作業が発生するという問題点に対し、下記の対策を実施することに

より、業務・システムにおける処理時間を平成２０年度までに現行の年間のべ２４７日から１９

８日に約４００時間削減する。 

(1) 外部システムとの安定的な連携 

ISO 中央事務局システムは、不具合の訂正や機能改善、ミドルウェアの更改等の様々な

バージョンアップを不定期かつ頻繁に実施している。これにより、現行システムの機能であ

るＩＳＯ中央事務局システムからの文書の自動ダウンロードに関して、機能が動作不能とな

り、復旧までに要する調整時間が数ヶ月に及ぶことがある。 

また、この調整期間中、ＪＩＳＣ事務局（国際室）の代替稼動（手動ダウンロード、文書ライ

ブラリへの登録、通知等）が発生する。 

さらに、現在安定的に稼動している IEC 中央事務局システムにおいても今後同様の問題

が生じる可能性があり、今後この問題による影響を最小化するため、以下を実施する。 

・ 相手先システムの変更に対し、影響を受けにくい方式を新たに採用する。 

・ ＩＳＯ/ＩＥＣ中央事務局との緊密な連絡によりインタフェースの変更を早期に検知し、

変更作業への早期着手を行なう体制を整備する。 

(2) データ品質の確保 

規格本文の変更は改正手続きに従ってデータの変更が行われており、常に最新の情報

が保存されているが、規格本文に影響しない諸元情報の変更が生じても情報が更新されて

いない。諸元情報変更に関する規則を整備し、不整合データ検出機能を追加するとともに

既存データの修正を行い、審議プロセスの履歴情報を自動的に記録する仕組みを構築す

る。 

また、文書管理システムとの連携を図ることにより重複入力処理を排除し、データ信頼性

を確保する。 

(3) ユーザの区分に応じたユーザ管理機能 

ユーザへのアクセス権限を適切に付与することが可能な管理機能を構築する。 

最適化実施前システムでは、ISO/IEC への投票権限を持つユーザ ID が技術委員会

（TC）単位に発行されている。TC が複数の下層グループから構成されている場合、他グル

ープの投票を誤って実施することが可能であり信頼性が十分でない。これに対し最適化実

施後のシステムでは、投票の信頼性を保つことができる適切な権限付与機能を備えること

とする。 



9 

(4) 証明書発行業務の外部委託 

証明書発行業務を独自に行っているが、同様な水準の信頼性は外部サービスを利用し

ても維持可能であるため、外部委託等外部サービス利用に変更する。 

証明書発行サービスを提供している外部業者の選定には、マシン室の入退室の管理等、

ファシリティー面のセキュリティの確保や、適切なセキュリティレベルの維持を実施している

等、安全性・信頼性の確保に配慮する。 

 

４  システム運用における保守性の確保 

 業務･システムの最適化によって運用サービスの適正化を図るとともに、運用時における運用

サービス合意契約（ＳＬＡ）の締結によるシステムの安定稼動を確保する。 

以下の実施により、システムの運用コストを４年間合計で約２億５千万円（試算値)削減する。 

(1) 運用コストの削減 

証明書発行業務の外部委託により、証明書発行業務費用及び認証局設備削減に伴うハ

ウジングスペース借用費用の運用経費を削減する。また、最適化実施後システムの導入機

器は、ブレードサーバ等、省スペース化に配慮した機器の調達を実施する。これにより、さら

なるハウジングスペース借用費用の削減が実現される。 

運用業者が実施する保守作業に関する経費に関しては、運用時における運用サービス合

意契約（ＳＬＡ）の締結によって保守サービス内容及びそのレベルを明確にすることで作業に

見合った運用コストを実現する。 

なお、次期 e-JISC の具体的なサービスレベルについては、システム要件定義において定

義し、次期 e-JISCのシステム機能及び運用環境の設計に盛り込むものとする。 

(2) システム拡張性・変更容易性の確保 

次期e-JISCの導入に当たっては、外部の変更に追従するための改修が発生することを考

慮して機器やソフトウェアの拡張や変更･追加に容易に対応できるよう考慮し、システム運用

における保守性を確保する。さらに、次期e-JISCの開発においては、開発したソフトウェア資

産を次々期 e-JISC に有効に再利用可能な設計を行うものとする。 
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第３章 最適化工程表 

最適化実施の工程表を以下に示す。 

なお、実現可能なものについては、２００５年度（平成１７年度）から実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 現行体系及び将来体系 

 

別添の通り。 

以上 

２００５年度 ２００６年度 ２００７年度 ２００８年度 ２００９年度 ２０１０年度以降
（平成１７年度） （平成１８年度） （平成１９年度） （平成２０年度） （平成２１年度） （平成２２年度以降）

業務・システ
ム最適化計画
策定

システム設計・
開発／データ移
行

システ
ム開発
委託先
選定

次期e-JISCシステム運用

パフォーマンス
測定などを基
に、次々期e-
JISC業務・シス
テムの見直し

次期シス
テムに係
る運用規
定の策定
と周知

業務プロセスの改
善、軽微な改修 業務プロセスの継続的改善

文書管理ｼｽﾃﾑ、予算執行等管理ｼｽﾃﾑとの連携調整

▲他省庁への
　ｼｽﾃﾑﾘﾘｰｽ


